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4 月 21 日（日）に、参観授業、学級懇談並びに PTA 総会を開催いたしました。今年度が

スタートして最初の参観日、そして保護者の皆様と全教職員との初顔合わせの日でもありま

した。何かとご予定もあったことと思いますが、授業参観はもちろんのこと、学級懇談にも

多数出席していただきまして、ありがとうございました。また、今年度の PTA 役員も決定し、

活動計画等を確認することができました。新執行部及び学級等の役員になっていただいた皆

様には、ご協力に感謝申し上げますとともに、東山小学校の PTA 活動の更なる活性化に向け

てご尽力いただきますよう、どうぞよろしくお願いいたします。 

 

♪ PTA 執行部役員のご紹介 ♪ 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
■目指す方向性 

 
 
 
 
 
■取組の柱 

 
 
 
 

平成 31 年度 PTA 組織と活動について 

今年度 どうぞよろしくお願いいたします       (敬称略) 

○ＰＴＡ会長  宇都宮 一穂 ○副 会 長   久保田 薫 

 ○副 会 長   西本 大祐 ○母親委員   下元 嘉子 

○    〃       秋森 広大 ○  〃      宮下 紗和 

 ○    〃       田中 理紗 ○会計監査   山本 すみれ 

 ○    〃       前田 充子 ○   〃      有友 可奈 

 ○    〃       大﨑 太郎 ○事務局長  小橋  匠 （学校） 

○    〃       佐竹 春生 ○会  計   堤 万亀子 （学校） 

 

ＰＴＡ活動をこれまで以上に活性化させ、子どもたちの健全育成を更に進めるために、 

①学年部会を中心とした取組を行うことで、各学年の保護者同士、保護者と教職員のつな

がりを強化する。 

②保護者が一家庭一役を担うことで、PTA組織の一員としての自覚を促す。 

●「夏祭り」の開催を通して、子どもたちの地域への愛着を育む。 

●保護者が「一家庭一役」を担い、子どもたちの教育環境を整備する。 



■スローガン（♪全家庭で推進♪） 

 
 
 
 
 

■PTA 全体の取組 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

今年度も、PTA 活動の更なる活性化に向けて、全力で取り組んでまいります。

昨日配布いたしましたＰＴＡ活動の内容の周知及び「一家庭一役」へのご協力

をよろしくお願いいたします。 

① 広げよう   「あいさつ運動」   

② 守ろう     「交通ルール、ケータイ・スマホルール」 

③ 向上しよう                                   「生活リズム」 

●交通安全街頭指導（各家庭年間２回、６月より開始）  

 ・当番表は事務局が作成し、交通安全の旗はその都度回収する。 

 

●自転車点検（各家庭で年間２回＜１０月・３月＞）  

 ・自転車点検カードは事務局が作成し、各家庭に配付する。 

 

●救急法講習（５月１７日＜金＞ 16:20～ お手紙で呼びかける）  

 ・心肺蘇生法及びAEDの使用方法についての講習を行う。 

 

●愛校作業（９月７日＜土＞の参観日に実施）  

 ・側溝掃除、草刈り、テント立て、窓拭き等を行う。 

 

●市P連スポーツ大会（スローピッチ：10/27<日>､バレー・スカッシュ：12/1<日>） 

 ・２学期始めに出場者を募集し、練習を開始する。 

 

●PTAだより・新聞の発行 

（５月＜役員、理事、学年部長、副部長の紹介＞、６月＜１年生の紹介）＞、３月＜卒業にあたって＞） 

 

●子ども見守り隊の募集 

 ・学校支援地域本部推進委員会と共催し、保護者、地域の方々から見守り隊員を募集

する。 

 

●ベルマーク収集（子どもを通じて毎月10日に学校へ） 

 ・収益は、子どもたちが使用するボール等に還元する。 

 

●ゴミ袋販売（参観日：普段の日も職員室で販売しています 領収書発行可） 

 ・ゴミ袋(小)500円、(大)600円（市内量販店と同価格）で販売し、PTAに1割の収益。 

 

●廃品回収（随時学校の廃品収集小屋へ） 

 ・年間を通じて「アルミ缶・段ボール・新聞・雑誌」を学校の廃品収集小屋で収集する。  

  地区ごとの一斉の廃品回収は実施しない。年間を通じた回収のみ実施する。 

 



学び合う 

学力向上 

平成 31年度 東山小学校 ＰＴＡ総会資料 

４月 21日 校長 太宰三和 

 

１ 学校教育目標  「 豊かで  かしこく  たくましく 」 

 

２ めざす児童像 

   ○ひ人を大切にする子   ○が学習に励む子    ○ししっかり生活できる子 

○ややさしく思いやりのある子    ○ままじめに頑張る子                       

 

３ 学校での重点的な取組   ～凡事徹底・凡事継続～ 

①わかる・できる授業の研究⇒学校の「命」は授業 

  ②基礎基本の確実な定着⇒朝読書・計算タイム・漢字タイム・東山タイム 

               ◆読書：各学年課題図書(１～４年：２０冊、５･６年：１５冊)の読破 ※読書の習慣化 

               ◆漢字：学年新出漢字定着テストの実施  ※３学期は漢字の習熟・定着期間 

◆計算：全学年４分間計算の実施・検証   

◆東山タイム：「ことばのきまり」「辞書活用」、各教科の学習シート 

③伸びたい夢(加力指導)⇒２年(毎火曜日)、３～６年(毎木曜日)  

①学級経営の充実⇒支持的雰囲気づくり(SST)・QU 調査 

②縦割り班活動の充実⇒掃除・なかよしタイム・なかよしロングタイム 

③児童会活動の充実⇒「あいさつ・きまり・外遊び」の推進・委員会活動 

①早寝・早起き・朝ごはん運動の継続・推進 

②体育の授業改善⇒副読本の活用 

③食育の推進・保健指導の充実 

            ④安全教育の徹底⇒交通ルール・各種訓練の徹底、定期的な安全点検  

 

４ 家庭での取組   

①  基本的生活習慣 ◆早寝(84.1％+1.1)◆早起き(96.6％-2.6)◆朝食(98.9％+1.4)  

「早寝 【１.２年（９時） ３.４年（９時半） ５.６年(１０時)】・ 早起き【7 時まで】・ 朝ご飯 」  

② 家庭学習 低学年（３０分）中学年（４５分）高学年（６０分）以上  

③ 家庭読書 土・日・休日 ・・・ １・２年(１０分)、３～６年(２０分) 

④ 本読みカード 「教科書が淀みなく読める力」を  学力基盤 

     ◆点検項目：「読んだところ・回数・めあて」「学習時間」「忘れ物」 

 

５  特色ある学校づくり  《 ☆全家庭で推進するＰＴＡスローガン 》 

 

 

◆「幡多っ子 ネット宣言」        ※夜９時以降原則ネット・スマホ使用禁止 

◎家庭・地域・学校が連携協力し、地域あげての「あいさつ・声かけ運動」 

◎交通ルールを守る     「ｽｸｰﾙｶﾞｰﾄﾞﾘｰﾀﾞｰ」との連携 

◆「PＴＡ活動」「学校支援地域本部推進委員会」「安心・安全な学校づくり推進委員会」の充実                                                                    

◆安心・安全な環境づくり  「いつも美しい花が咲く学校」 

◆東山小学校防災マニュアル 「年５回の各種避難訓練の実施」 

「震度５弱以上・津波警報が発令」の場合は、〈学校下が津波浸水地域〉のため  

津波警報が解除され、津波の危険性が完全になくなるまで、児童は学校で待機させる。 

支え合う 

仲間づくり 

鍛え合う 
健康 
安全 

体力向上 

＊広げよう「あいさつ運動」  ＊守ろう「交通ルール、携帯・スマホルール」  ＊向上しよう「生活リズム」 

中村中校区の約束 

☆チャイムを守る 
☆授業の準備をする 
☆話をしっかり聞く 

☆発表のルールを守る 



左記の資料は、PTA 総会で配布した資料です。今年度、東山小学校が重点的に取り組んで

いく内容を集約した資料です。教職員はもとより、子どもたち、保護者・地域の皆様ととも

に一体となって取り組むことで内容が充実し、子どもたちに反映できるものと思っています。

ご協力のお願いばかりで恐縮ですが、取組をご理解いただき、ご支援ください。なお、不明

なことがありましたら、お問い合わせください。 

配布資料 

 幡多地区で取組を推進しています「幡多っ子 ネット宣

言」です。子どもたちのネット端末の所持率が、幡多地区

でも上昇しています。様々な生活スタイルがある中で、ど

うしても持たざるを得ないご家庭もあるかと思います。 

この宣言は、子どもたちを SNS トラブルから守るとと

もに、家庭のルールづくりのきっかけとなるよう発表した

ものです。小学生は、夜 9 時以降原則使用禁止です。昨年

度は夜遅くまでスマホやゲームを使用し、生活に影響する

人がいました。年度初めの今、ご家庭で使い方について確

認してみてください。 

なお、学校へ携帯を持ってくる子どもについては、使用

方法を再度確認し、安全な登下校確保のために必要と認め

た場合に許可をしています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
「安全第一」「自分の命は自分で守る」 

みんなで気をつけよう！ 

10 連休の前に【事故にあわない安全のために】交通安全教室 

1 年生：横断歩道の渡り方 4 年生 6 年生：自転車に乗る時の注意点や事故、損害賠償等について 


